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第 4 章 その他必要な事項 

第1節 荒川全体の自然再生について 

荒川全体の自然再生は、荒川旧流路の太郎右衛門地区をスタートとして着手し、その結果を見なが

ら順次、流域全体に拡大を図っていくよう努めるものとする。 

実際の計画づくりにおいては多くの時間を費やすため、荒川の自然再生事業の第一歩としては、比

較的規模が小さく、まとまりのある範囲を対象とした。そこで、良好な湿地環境が失われつつある荒

川旧流路を対象として、事業をスタートするものとする。そして、将来的には上流から下流までの流

域全体として広い範囲を対象としながら総合的な自然再生事業に発展させていくこととする。 

 

第2節 荒川太郎右衛門地区の荒川本川の自然再生について 

荒川太郎右衛門地区の自然再生は、荒川旧流路を早急に着手することとし、いずれは荒川本川の環

境についても今後の課題としていくものとする。 

河川の整備は、水害の発生状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、総

合的管理のもと計画的に河川整備を実施していくものである。本川の自然再生については、この整備

計画と調整を図り、荒川流域全体を視野に入れながら、段階的に自然再生を行っていくこととなる。 

 
第3節 エコロジカル・ネットワークに向けた施策について 

エコロジカル・ネッワークの構築には、生態系が健全に機能する「核」となる自然の拠点を保全・

回復させるとともに、公園や丘陵地の自然等、堤内地の自然も含めて、それぞれの「核」を互いに連

携させていくことが重要である。そこで、周辺地域の分断・縮小された自然環境を回復するためには、

公園、道路、農地、都市などの関係諸機関との連携が必要となる。 

 
 

 

図 2-21 エコロジカル・ネッワークに向けた施策のイメージ図 


